
墨田区施行東武伊勢崎線（とうきょうスカイツリー駅付近）連続立体交差事業費 

補助金交付要綱 

平成 25年 3月 29日 24都市基交第 490号 

（目的） 

第１条 この要綱は、墨田区が施行する東武伊勢崎線（とうきょうスカイツリー駅付

近）連続立体交差事業（以下「補助事業」という。）に対して、その経費の一部を東

京都（以下「都」という。）が補助することにより、事業の推進を図り、交通渋滞の

解消、鉄道により分断されている地域の一体化等を図ることを目的とする。 

（補助対象事業者） 

第２条  補助対象事業者は、墨田区とする。 

（補助金の交付額） 

第３条 東京都知事（以下「知事」という。）は、補助事業に必要な経費（以下「事業

費」という。）について、予算の範囲内において、事業費から国庫交付金及びその他

の収入を控除した額（以下「補助対象事業費」という。）について、補助金を交付す

る。 

２ 補助金の額は、補助対象事業費の１０分の３以内の額とする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助事業を実施するに当たり、補助金の交付を受けようとするときは、別記

第１号様式の交付申請書に関係書類を添えて、知事に提出するものとする。 

（補助金の交付決定及び通知） 

第５条 知事は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、申請が適正である

と認めたときは、速やかに補助金の交付及び交付額を決定し、別記第２号様式の交

付決定通知書により申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付の条件） 

第６条 知事は、前条の規定による補助金の交付決定に当たって、必要条件を付すこ

とができる。 

（補助事業の計画変更の申請） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）が、補助金の交

付の決定通知を受けた後、補助事業の計画を変更（経費の配分又は補助事業の内容

の変更を含む）しようとするときは、あらかじめ別記第３号様式の補助事業の計画

変更申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 



 

 ただし、次に掲げる軽微な変更にあっては、この限りでない。 

（１） 経費の配分の軽微な変更 

（ア）本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費又

は営繕費の費目間における経費の流用で、流用先の経費の３割以内の変更と

なるもの 

（イ）事務費から工事費への流用 

（ウ）人件費又は旅費から一般事務費（食糧費を除く。）又は工事雑費への流用 

 （２） 内容の軽微な変更 

次に揚げるもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないもの 

（ア）工事施工箇所の変更で工事の重要な部分に関するもの 

（イ） 構造又は工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの又は規模の変更で

補助金の交付の決定の基礎となった設計（変更設計を含む。）に基づく工事の

程度を著しく変更するもの 

（ウ）工種別の金額の３割を超える変更又は３千万円を超えるもの 

（エ）一般事務費のうち食糧費の増額 

 

（変更の決定及び通知） 

第８条 知事は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、申請が適正である

と認めたときは、速やかに別記第４号様式又は第５号様式の補助事業の計画変更承

認書により、申請者に通知するものとする。 

 

（補助事業の中止及び廃止の申請） 

第９条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに別記

第６号様式の補助事業中止（廃止）申請書を知事に提出し、その承認を受けるもの

とする。 

 

（中止及び廃止の決定及び通知） 

第１０条 知事は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、申請が適正であ

ると認めたときは、速やかに別記第７号様式の補助事業中止（廃止）承認書により、

申請者に通知するものとする。 

 

（事故報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の

遂行が困難となった場合は、速やかに別記第８号様式の事故報告書を知事に提出し、

その指示を受けるものとする。 

 

（状況報告） 

第１２条 補助事業者は、知事から要求があった場合は、速やかに事業の状況を報告

するものとする。 

 

 

 



 

 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る都

の会計年度が終了したときは、速やかに別記第９号様式の実績報告書に次に掲げる

事項を記した関係書類等を添付して知事に提出し、事業の実績を報告するものとす

る。 

 なお、第１０条の規定により中止及び廃止決定の承認を受けた場合も同様とする。 

 （１）事業の成果 

 （２）補助金に係る収支計算に関する事項 

 

（補助金の交付額の確定及び通知） 

第１４条 知事は、前条の規定により提出された実績報告書の審査、必要に応じて行

う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が、第５条及び第６条に規定

する補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し、別記第１０号様式の確定通知書により速やかに補

助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１５条 補助事業者は、前条の規定により確定した補助金を請求するときは、別記

第１１号様式の請求書により請求するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第１６条 この補助金は、前条の請求があった場合、速やかに交付するものとする。 

 

（補助金に係る経理） 

第１７条 補助事業者は、補助事業に係る経理について、帳簿及び証拠書類を備え、

収入及び支出を明らかにしておくものとする。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌

年度から５年間保存しておくものとする。 

 

（申請書等の提出） 

第１８条 この要綱に定める補助金の交付申請等の書類は、東京都都市整備局都市基

盤部交通企画課に提出するものとする。 

 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、

東京都補助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第１４１号）に定めるところによ

る。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 


